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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年８月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

  

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月１１日 １４時４２分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島
おおしま

町久賀
く か

港北西方沖 

 久賀港天満沖防波堤西灯台から真方位３０５°１.４海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３３°５７.８′ 東経１３２°１４.４′） 

事故の概要 水上オートバイEIWA
エ イ ワ

及び水上オートバイのぞみ号は、共に遊走中、

両船が衝突した。 

EIWA は、同乗者が負傷し、左舷船尾部に擦過傷を生じ、また、のぞ

み号は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和４年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ EIWA、０.１トン 

 ２７０－４９７１１山口、株式会社永和商事 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１１２kＷ、令和３年７月 

Ｂ 水上オートバイ のぞみ号、０.１トン 

 ２７０－４９７１０山口、海田商事株式会社 

 ２.７２ｍ（Lr）×１.０８ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１１２kＷ、令和３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和３年７月２７日 

免許証交付日 令和３年７月２７日 

           （令和８年７月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍） ３４歳 

特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和４年６月２４日 

免許証交付日 令和４年６月２４日 

           （令和９年６月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（同乗者Ａ） 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を後部座席に同乗させ、周防大島町椋
むく

野
の

にある水上オートバ

イ販売業者（以下「販売業者」という。）の施設付近の砂浜（以下

「本件砂浜」という。）を出発し、椋野沖を遊走したのち、遊走を終

えて本件砂浜に戻ろうと約２０～３０km/h の対地速力で南南西進して

本件砂浜に接近していた。 

船長Ａは、本件砂浜にいる仲間の姿を見て、Ａ船を旋回させて水し

ぶきをかけることを思い付いた。 

船長Ａは、本件砂浜に向けて帰航を開始した際、Ｂ船が椋野沖を遊

走していたので、まだＡ船から離れた場所を遊走していると思い、増

速しながら左旋回したところ、令和４年８月１１日１４時４２分ご

ろ、Ａ船の左舷船尾部とＡ船の左舷後方を航行していたＢ船の船首部

とが衝突した。 

同乗者Ａは、衝突した衝撃で落水し、仲間に引き上げられた。 

船長Ａは、同乗者Ａが左足に痛みを訴えるので、１１９番通報する

よう販売業者の従業員に依頼した。 

同乗者Ａは、救急車で山口県柳井市の病院に搬送され、左大腿骨遠

位端骨折と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件砂浜を出発し、椋野沖を遊

走したのち、本件砂浜に戻ろうと南南西進して本件砂浜に接近してい

た。 

船長Ｂは、Ａ船も遊走を終えて本件砂浜付近で停船すると思い、Ａ

船の左舷側に停船しようと徐々に接近していき、Ａ船の左舷後方約７

ｍまで接近したところ、突然Ａ船が左旋回したことに気付いたもの

の、どうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ａ、同乗者Ａ及び船長Ｂは、会社関係の知人同士で、家族等を

含めた総勢約２０人のグループで本件砂浜に遊びに来ていた。 

仲間の中には、特殊小型船舶操縦士の免許証受有者が数名おり、同

受有者が交代でＡ船及びＢ船を操縦し、椋野沖を遊走していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 判明した事項の解析 

 

Ａ船は、本件砂浜に向けて南南西進中、船長Ａが、本件砂浜にいる

仲間に水しぶきをかけようとした際、Ｂ船がＡ船から離れた場所を遊

走していると思い、後方を確認せずに左旋回したことから、Ａ船の左

舷後方を航行していたＢ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件砂浜に向けて南南西進中、船長Ｂが、Ａ船が遊走を終

え本件砂浜付近で停船すると思い、Ａ船の左舷側に停船しようと左舷

後方に接近して航行していたことから、突然Ａ船が左旋回したことに

気付いたものの、どうすることもできずＡ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が共に本件砂浜に向けて南南西進中、船長

Ａが、本件砂浜にいる仲間に水しぶきをかけようとした際、Ｂ船がＡ

船から離れた場所を航行していると思い、後方を確認せずに左旋回

し、また、船長Ｂが、Ａ船が遊走を終え本件砂浜付近で停船すると思

い、Ａ船の左舷側に停船しようと左舷後方に接近して航行していたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、常時、周囲の見張りを適切に行うこ

と。また、急旋回して水しぶきをかけるなどの危険な操縦を行わ

ないこと。 

・水上オートバイの船長は、旋回する場合は、急に旋回せずに、旋

回する前に、旋回する方向の安全を確認してから行うこと。 

・水上オートバイの船長は、他の水上オートバイが旋回等を行う可

能性があることを考慮し、安易に接近しようと思わず、安全な距

離を保って航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年８月１１日 

 １４時４２分ごろ発生） 

久賀港天満沖防波堤西灯台 

周防大島町 

山口県 

屋代島 

久賀港 

柳井市 

Ａ船 

Ｂ船 

周防大島町 

椋野 

Ａ船 

Ｂ船 

Ａ船及びＢ船衝突時の体勢 

× 

本件砂浜 


